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1 はじめに                              

(1) 構想策定の背景 

小平市の下水道事業は、昭和 45 年度（1970 年度）より整備を開始し、汚水整備につい

ては平成 2 年度（1990 年度）に全国で 13 番目という早さで整備が完了し、100%に達

しています。また、平成 4 年度（1992 年度）からは分流区域において、雨水整備事業に

も着手し、下水道台帳システム上では平成 23 年度末（2011 年度末）で合流地区・分流地

区併せて約 509km の施設ストックを保有しています。 

小平市の下水道施設は、標準耐用年数※1 といわれている５０年をまもなく迎えることから、

施設の老朽化が懸念されており、今後、本格的な改築・更新※2 の時期を迎えます（図 1.1

を参照）。 

 

 

小平市下水道管渠整備延長の推移（排除区分別）
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図 1.1 小平市年度別下水道管きょ整備延長（市施工分）の推移 

 

出典：国土交通省 HP  

図 1.2 下水道施設に起因した道路陥没状況 

                             
※1 標準耐用年数：「下水道施設の改築について」の別表に定められた年数、管きょは 50 年とされている 
※2 改築・修繕 ：下水道施設の全部又は一部の再建設あるいは取り替えを行うこと 
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このように下水道施設は、適切な維持管理の実現に向けて大きな岐路に立っています。 

本構想は、上記のような状況を踏まえて、下水道施設の計画的かつ適切な維持管理を行う

ことで「市民の安全確保」と「健全な下水道施設」を実現するための下水道施設の維持管理

の基本的な考え方、それに基づく維持管理方針を示したものです。 

 

 

老朽化する下水道施設膨大な下水道施設

市民の安全確保

計画的かつ適切な維持管理計画的かつ適切な維持管理

健全な下水道施設

長寿命化劣化状況の
正確な把握 改築・修繕

 

図 1.3 下水道長寿命化基本構想のイメージ 

 

 

(2) 構想の位置づけ 

下水道長寿命化基本構想は、国の「下水道ビジョン 2100」、「下水道中期ビジョン」

などの下水道関連計画や、「小平市第三次長期総合計画」の基本目標・政策の基本方向に即

して策定した『小平市下水道プラン』の重要施策の老朽化対策として策定したものです。 

これら上位計画やその他関連計画との整合を図りながら、今後の下水道施設の維持管理方

針などについて示すものです。 

 

構想策定においては、ストックマネジメント※3 手法を取り入れ、また国の施策である「長

寿命化支援制度」を活用した下水道施設の維持管理の基本的な考え方、それに基づく維持管

理方針を示し、中長期的な維持管理計画を立案します。 

 

 

 

                             
※3 ストックマネジメント：定期的な点検や調査に基づく保全対策を通じて、施設の有効活用や長寿命化を図

る管理手法の総称 
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１．汚水処理対策 
・土地区画整理事業※や道路整備等の開発に併せた管

きょ整備 

・未接続家屋の解消（下水道への接続依頼） 

２．合流式下水道※改善対策 ★ 
・雨水浸透施設の設置 

３．雨水浸透対策 

・雨水浸透施設の設置促進 

４．資源の有効利用 
・雨水貯留施設の設置促進 

・下水道資源（再生水※、下水汚泥※建設資材等）の利
用促進検討等 

５．施設の適正管理 

・下水道台帳（電子化）等による施設管理 
・管きょのつまり、臭気対策の実施 

２．収入の適正化 
・未接続家屋の解消（下水道への接続依頼） 

・下水道使用料金適正化の検証 

１．経営の効率化・健全化 
・計画的な財政運営 

・地方公営企業会計※への移行検討 

１．環境学習の継続 

・環境に対する情報発信及び市民意見聴取 
・「ふれあい下水道館」の活用 

３．施設の老朽化対策 ★ 

・計画的な点検・調査の実施 
・施設の長寿命化※ 

２．地震対策 
・重要な管きょの耐震化 

１．浸水対策 ★ 
・未整備地区における雨水管きょ整備 

・雨水貯留・浸透施設の設置促進 

・市民等との連携（被害軽減に対する取り組み） 

快

適

な

生

活

環

境

を

支

え

る

下

水

道 

基本方針

Ⅰ．環境に 

配慮した 

まちづくり

Ⅱ．安心して
暮らせる 

まちづくり

Ⅲ．環境意識

が高い 

まちづくり 

Ⅳ．下水道 

経営基盤の

強化 

主な施策と体系 基本理念

小

平

市

下

水

道

プ

ラ

ン

の

体

系 

 

      ※図中の★については、全施策の中での重点施策を示します。 

※今回基本構想と関連する項目を赤枠で囲む 

 

図 1.4 小平市下水道プランの基本方針と重要施策 
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2 基本方針                             

(1) 構想策定における指針 

 

① 中長期的な視点 

維持管理を計画的に実施するためには、施設の改築時期や改築に備えた財政計画の予定を

立てておくことが重要です。管きょの標準耐用年数は 50 年であるため、建設から改築まで

を対象とする中長期的な視点が必要となります。 

そのためには、下水道施設の改築・修繕及び財政収支の中長期的見通しについても検討を

行います。 

25年 50年 75年 100年

予測計算

管きょの
耐用年数

基本構想

長寿命化
計画

標準耐用年数（50年） 標準耐用年数（50年）

年 間 隔 ･･･

事
業
計
画

５

戦
略
的
目
標

必要改築量の予測計算（100年）
30年

までの
対策量

見直しの
チェック間隔

維
持
管
理
目
標

下水道施設の
改築等に係る
財政計画及び
点検調査計画

（30年）

 

図 2.1 構想期間 

 

② 施設情報を活用した維持管理の可視化と効率化 

施設情報は、下水道施設を適切に管理するための基本情報です。維持管理の過程において

入手できる情報は、下水道施設の状態や、破損の危険性を教えてくれ、事業リスクを回避す

る、あるいは軽減する機会を与えてくれます。そのため、施設情報や管理履歴などを活用し

た計画条件を設定するとともに施設情報の入手、管理及び活用する仕組みを構築する必要が

あります。 

 

③ リスク評価に基づく優先順位と管理基準の設定 

下水道事業を持続的に運営していくためには、限られた費用の下で事業リスク等を極力低

減させることが必要です。そのため、維持管理活動の優先順位等は、事業リスクの大きさに

より異なることから、構想策定に当っては、事業リスクを適正に評価し、優先順位及び管理

基準の設定等を行う必要があります。 
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④ PDCA サイクルをベースとした維持管理体系 

下水道事業を取り巻く情勢は、刻々と変化しており、下水道の維持管理に対するリスクも

変化しております。このため、下水道施設の維持管理データなどに基づき、下水道の維持管

理に係る目標などを、状況に応じて適宜見直す必要があります。 

そのため、維持管理計画の評価(C)と見直し(A)というフィードバック機能を有する

PDCA（Plan-Do-Check-Action）サイクルをベースとした維持管理体系を構築すること

が重要です。 

点検・調査
(Check)

施設診断
(Check)

優先度の
評価

(Action)

改築更新
の実施
(Do)

計画策定
(Plan)

財政評価

・対象施設
・点検頻度
・点検方法

等

・診断項目
・評価点
・健全度ランク

等

・施設重要度
・優先度ランク
・総合評価法

等

・ＬＣＣ評価
・投資の平準化
・リスク管理

等

・施設整備量
・台帳更新
・工法選定

等

点検状況 老朽度合い 更新需要量

（見直し）

リスク管理

財政状況

施設整備量

：検討項目

：PI(業務)指標

 

図 2.2 ＰＤＣＡサイクル（イメージ） 

 

(2) 維持管理目標 

下水道施設の維持管理は、道路上の公ます※4 から下水処理場まで、地方公共団体（管理

者）が全ての責任を負うものです。小平市においては、特に下水道利用者と直結する下水道

施設の維持管理について目標を以下のように定めます。 

 

下水道施設の機能保持
（サービスレベルの確保）

下水道施設の長寿命化
（ライフサイクルコスト

の最小化）

事故の未然防止
（リスクの管理）

 

 

図 2.3 下水道施設の資産価値を 大化にするために必要な３つの要素 

                             
※4 公ます：宅地からの下水を受け持つもので、道路と宅地の境界付近に設置される施設 
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3 改築事業量予測と平準化の検討                  

平成 23 年度末（2011 年度末）現在、市内には下水道管きょが約 509km あり、今後

老朽化した管きょの増加に伴い、多額の対策費用を要することが予測されます。将来の改築

事業の見通しを立てるため、改築事業量の予測及び平準化の検討を行うとともに、 適な改

築事業シナリオの設定を行いました。 

 

(1) 健全度の定義 

今後、改築事業の実施に当っては、改築・修繕の必要性の程度を判断する指標として、“健

全度”を定義付けする必要があります。 

表 3.1に示すとおり、下水道施設に不具合が生じると市民生活へ与える影響が大きく、か

つ施設の長寿命化の観点から、構造上影響のある８つの診断項目（注１参照）に着目した下

水道施設の改築の必要性を判断する指標として、健全度ランクを設定します。 

 

表 3.1 健全度ランクの設定 

健全度 

ランク 
状 態 判定基準 措置方法 

健全度Ⅳ 

(劣化なし) 

構造・機能上問題は

ない 

８つの診断項目の異常は観察

されない場合。 
特に措置は不要（維持） 

健全度Ⅲ 

劣化が進行してお

り，当面簡易な対応

が必要な状況 

８つの診断項目に，Ａランク及

びＢランクがなく，かつ，Ｃラ

ンクがスパン※5 の中で 1 箇所

以上観察される場合。 

今回の計画では対応しないが，次

期計画において経過確認の上，対

応方法を検討（経過観察） 

健全度Ⅱ 

劣化が進行してお

り，対応が必要な状

況 

８つの診断項目に，Ａランクが

なく，かつ，Ｂランクがスパン

の中で 1 箇所以上観察される

場合。 

措置が必要 

健全度Ⅰ 

劣化が進行してお

り，早急な対応が必

要な状況 

８つの診断項目に，A ランクが

スパンの中で 1 箇所以上観察

される場合。 

措置が必要 

注 1 診断項目は、「腐食※6」「タルミ※7」「破損」「クラック」「継手ズレ」「樹木根の侵入」

「浸入水」「取付管接続不良」の８項目を対象とします。 

注 2 A ランク～C ランクは、本市の調査判定基準により判定します。 

 

 

                             
※5 スパン：マンホールとマンホールの間 
※6 腐食 ：硫化水素等により管きょがぼろぼろになること 
※7 タルミ：マンホールとマンホールの間の管きょがたわむこと 
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(2) 改築事業量の予測結果 

シナリオ別の改築事業量予測の結果、健全度Ⅰ～Ⅱを対象としたシナリオ４を今後の改築

事業の基本シナリオとして採用します。 

これは、管きょに発生した A ランクから B ランクの不具合に対して対策を実施するシナ

リオであり、シナリオ４の採用により、対策費用の平準化とともに道路陥没や事故等のリス

クを大きく低減できることが期待されます。 

 

表 3.2 シナリオ別 改築事業量予測結果 

改築延長 改築事業費 健全度の推移 備考

合流 22.3 km 33.4 億円

汚水 17.9 km 12.5 億円

雨水 0.5 km 1.0 億円

合計 40.7 km 46.9 億円

合流 22.3 km 33.4 億円

汚水 17.9 km 12.5 億円

雨水 0.5 km 1.0 億円

合計 40.7 km 46.9 億円

合流 5.8 km 8.7 億円

汚水 2.5 km 1.7 億円

雨水 0.3 km 0.4 億円

合計 8.6 km 10.8 億円

合流 4.3 km 6.4 億円

汚水 1.8 km 1.2 億円

雨水 0.2 km 0.3 億円

合計 6.3 km 7.9 億円

合流 3.6 km 5.3 億円

汚水 1.5 km 1.0 億円

雨水 0.2 km 0.2 億円

合計 5.3 km 6.5 億円

※シナリオ１、２の改築事業費はピーク時の値を示す.

設定シナリオ

シナリオ１
単純改築

（標準耐用年数：50年）

シナリオ２
単純改築

（目標耐用年数：72年）

ピーク年：
　2038年
　2089年

健全度Ⅰを対象

ピーク年：
　2060年

シナリオⅠと同様に
施設状態が不安定と
なり、その波はシナリ
オⅠよりも大きくな
る。

状態の良い状況と悪
い状況を繰り返し、
施設状態が不安定と
なる。

シナリオ５

健全度Ⅰ～Ⅱを対象

健全度Ⅰ～Ⅲを対象

健全度Ⅰの割合が
低下するが、Ⅱ～Ⅲ
の割合は現状に比べ
高くなる。

健全度Ⅰ～健全度
Ⅱ割合は低下する
が、健全度Ⅲの割合
は現状に比べ高くな
る。

健全度Ⅰ～健全度
Ⅲの割合が徐々に低
下し、管きょの不具
合によるリスクが大
きく低減される。

シナリオ３

シナリオ４
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4 点検・調査の優先度評価                     

(1) 維持管理上の施設分類 

下水道施設は地下に埋設されているため、改築の必要性を判断するためには、事前に下水

道施設の点検・調査を実施する必要があります。 

そのため、下水道施設の特性や布設状況により、点・線・面の 3 つの施設分類を設定し、

それぞれの分類の点検・調査優先度を定め、メリハリのある維持管理を実施します。 

 

表 4.1 維持管理上の施設分類 

施設分類 定 義 

点的施設 
定期的に維持管理（点検・清掃）が必要な施設や、異常時に社会的な影

響が大きい施設のこと。 

線的施設 
機能上重要な施設や、異常・劣化が線的に進行する可能性のある施設の

こと。 

面的施設 
広範囲に布設されている下水道施設を面的に捉えて維持管理していくこ

とが効率的と考えられる施設のこと。 

 

圧送管

処理場処理場

防災拠点系統

P

防災拠点系統

汚水中継
ポンプ場

×管路閉塞
緑：点的施設
赤：線的施設
紫：面的施設

MＰMＰ

×管路閉塞

×道路陥没

ﾏﾝﾎｰﾙ
ﾎﾟﾝﾌﾟ

伏越し

道路陥没

×

幹線

飲食店

飲食店

圧
送
管
吐
出
先

重
要
な
幹
線
等

 

図 4.1 点的施設・線的施設・面的施設のイメージ図（合流及び分流汚水） 

 

伏越し

幹線

P

雨水中継
ポンプ場

幹線

吐口

処理場処理場

吐口

吐口

雨水吐

幹
線

緑：点的施設
赤：線的施設
紫：面的施設

吐口

 

図 4.2 点的施設・線的施設・面的施設のイメージ図（分流雨水） 
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(2) リスク評価（点検・調査の優先度） 

「不具合による事故の影響の大きさ」と「不具合の起こりやすさ」のリスクマトリクスを

作成し、点検・調査の優先度評価を行います。 

４×４のリスクマトリクスを作成し、優先度１が多い下水道ルートまたはエリアを優先的

に点検・調査の対象とします。 

 
【線的施設】 

高い

評価区分
④ 7 11 14 16

評価区分
③ 4 8 12 15

評価区分
② 2 5 9 13

評価区分
① 1 3 6 10

低い
評価区分

①
評価区分

②
評価区分

③
評価区分

④

小さい 大きい不具合による影響の大きさ

不
具
合
の
起
こ
り
や
す
さ

 

 

【面的施設】 

高い

評価区分
④ 13 14 15 16

評価区分
③ 9 10 11 12

評価区分
② 5 6 7 8

評価区分
① 1 2 3 4

低い
評価区分

①
評価区分

②
評価区分

③
評価区分

④

小さい 大きい不具合による影響の大きさ

不
具
合
の
起
こ
り
や
す
さ

 

■：優先度 1、■：優先度 2、■：優先度 3、■：優先度 4 

図 4.3 線的施設及び面的施設のリスクマトリクスによる優先度分類 
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表 4.2 線的施設の優先順位評価例 

優先度1
(m)

優先度2
(m)

優先度3
(m)

優先度4
(m)

評価
不能
(m)

合計
(m)

優先度1
(m)

優先度2
(m)

優先度3
(m)

優先度4
(m)

評価
不能
(m)

合計
(m)

学園幹線 5,714 1,474 112 7,299 12 12 24 1,017 8,340 1 合流

仲町幹線 2,891 1,222 1,243 5,356 44 82 18 144 410 5,911 2 合流

喜平幹線 2,205 2,769 721 5,695 72 67 7 145 553 6,393 3 合流

天神幹線 1,651 398 645 2,695 74 13 3 90 2,785 4 合流

たかの台幹線 1,576 2,367 78 4,021 188 152 340 443 4,804 5 合流

小川4号幹線 1,050 526 98 1,674 1,498 2,098 1,208 335 68 5,207 6,881 6 合流

小川幹線 1,048 1,337 140 2,525 3,079 2,709 1,204 163 76 7,230 1,282 11,037 7 合流

仲町南幹線 958 1,417 219 2,594 31 42 25 98 10 2,702 8 合流

小川東3号幹線 923 1,775 31 2,729 34 15 49 683 3,462 9 合流

花小金井西幹線 864 183 1,046 527 791 1,882 184 73 3,456 4,503 10 汚水

鈴木幹線 626 871 1,497 14 16 47 77 1,772 3,346 11 合流

花小金井北幹線 477 477 1,095 813 1,158 13 3,079 149 3,705 12 汚水

上水南幹線 452 1,013 508 1,972 85 3 88 622 2,682 13 合流

天神東幹線 415 330 46 791 5 45 31 171 251 227 1,270 14 合流

鈴木東幹線 294 294 326 1,472 441 7 2,246 15 2,555 15 合流

花小金井東幹線 217 349 566 41 136 861 1,038 1,605 16 汚水

上水幹線 195 1,320 1,424 2,939 7 9 85 101 6 3,046 17 合流

小川東2号幹線 157 672 246 1,075 0 1,075 18 合流

貫井北1号幹線 141 919 428 1,489 25 27 51 513 2,053 19 合流

小川東1号幹線 83 228 152 462 2 2 464 20 合流

花小金井中央幹線 59 59 2,132 3,130 1,293 57 27 6,639 6,698 21 汚水

西東京市流出管渠 38 193 231 77 42 119 350 22 汚水

仲町北幹線 234 263 498 55 55 204 757 23 合流

国分寺市流出管渠 183 183 28 28 7 218 24 合流

上水新町幹線 652 652 0 241 893 25 合流

花小金井南1号幹線 0 1,467 1,273 3,045 194 291 6,270 4 6,274 26 汚水

美園幹線 0 770 1,166 14 21 1,971 1,971 27 汚水

小川1号幹線 0 624 527 829 22 13 2,016 2,016 28 合流

小川3号幹線 0 602 215 704 22 22 1,564 24 1,588 29 合流

花小金井南2号幹線 0 580 1,488 150 75 2,293 2,293 30 汚水

小川2号幹線 0 545 1,321 330 400 103 2,699 10 2,708 31 合流

東久留米市流出管渠 0 0 16 16 32 汚水

総計 22,034 19,237 7,550 0 0 48,821 13,297 17,806 13,180 2,189 898 47,370 8,210 104,401

評価
不能
(m)

経過年数30年以上の下水道管きょ延長

幹線名

経過年数30年未満の下水道管きょ延長
排除
区分

優先
順位

総計
(m)

 

※経過年数 30 年以上について、優先度 1 の延長が多い幹線から順位を設定しました 

 

表 4.3 面的施設の優先順位評価例 

優先度1
(m)

優先度2
(m)

優先度3
(m)

優先度4
(m)

評価
不能
(m)

合計
(m)

優先度1
割合

優先度1
(m)

優先度2
(m)

優先度3
(m)

優先度4
(m)

評価
不能
(m)

合計
(m)

鈴木処理分区 8,076 892 8,968 90% 155 3,753 5 359 560 4,832 3,339 17,139 1 合流

学園処理分区 19,085 2,593 14 21,692 88% 410 73 817 1,300 1,749 24,741 2 合流

喜平処理分区 7,872 3,684 11,556 68% 952 135 874 237 2,198 2,898 16,652 3 合流

上水南処理分区 4,123 2,293 6,416 64% 610 68 1,840 845 3,363 8,743 18,522 4 合流

天神処理分区 3,721 3,583 49 7,353 51% 109 68 177 374 7,904 5 合流

仲町処理分区 8,182 28,308 65 36,555 22% 2,013 474 2,000 790 5,277 4,004 45,836 6 合流

上水新町東処理分区 1,811 6,739 8,549 21% 58 227 284 35 8,869 7 合流

上水新町西処理分区 618 3,258 3,875 16% 592 65 441 148 1,246 33 5,154 8 合流

天神東処理分区 520 3,113 3,633 14% 213 132 262 606 523 4,762 9 合流

上水東処理分区 1,719 10,757 12,475 14% 870 440 1,646 2,956 1,445 16,877 10 合流

上水西処理分区 452 3,675 4,127 11% 569 172 266 1,008 67 5,201 11 合流

小川処理分区 1,270 14,279 78 15,627 8% 2,151 62,711 4,563 11,105 2,788 83,318 2,874 101,819 12 合流

小平第一処理分区 1,683 12 1,696 0% 78 62,310 965 9,613 2,534 75,500 56 77,251 13 汚水

小平第二処理分区 30 92 123 0% 25,806 588 3,673 2,761 32,828 32,951 14 汚水

東久留米第三処理分区 23 23 0% 808 26 57 891 2,991 3,905 15 汚水

東久留米第一処理分区 0 0% 2,099 64 30 2,194 2,194 16 汚水

総計 57,448 84,886 0 333 0 142,668 5 2,384 163,774 7,789 33,281 10,751 217,979 29,130 389,777

処理分区名
評価
不能
(m)

経過年数30年未満の下水道管きょ延長経過年数30年以上の下水道管きょ延長
総計
(m)

優先
順位

排除
区分

 

※経過年数 30 年以上について、優先度 1 の割合が高いエリアから順位を設定しました 
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5 点検・調査計画の策定                   

(1) 基本方針（抜粋） 

 点検・調査計画は、日常の維持管理業務を基本に、下水道施設の異常箇所を効率的か

つ効果的に発見し、適切な対応を実施するための計画として位置付けます。 
 

 今後のストックマネジメントの導入・実践に向けて、管理基準を定めます。 
 

 施設の全体状況を把握するため、定期的な“巡視”を実施します。 
 

 マンホール内部の状況確認を行うため、“点検”を実施します。点検では、劣化状況

を確認するとともに、下水道の流下状況を確認します。 
 

 下水道施設の劣化状況を詳細に把握し、改築（更新または長寿命化対策）の必要性の

程度を判断するため、計画的な“調査”を実施します。 
 

 点検や調査の結果、改築が必要な施設を発見した場合は、長寿命化計画を立案し、対

策を実施します。 
 

 点検・調査計画は、ＰＤＣＡサイクルの実践により、適宜見直しを行います。 

 

(2) 点検・調査スケジュール 

 平成 26・27 年度（2014・2015 年度）は鈴木処理分区の点検・調査を実施しま

す。同エリアの調査結果に基づき、平成 27 年度に長寿命化計画を策定し、平成 28

～32 年度（2016～2020 年度）の 5 カ年で長寿命化対策を実施します。 

 平成 28 年度（2016 年）以降は、5 年分の調査結果を基に長寿命化事業を繰り返し

実施します。 

 

点検・調査および計画策定

平成26年度 第1期 鈴木処理分区の点検・調査
平成27年度 〃

〃 第1期 長寿命化計画策定・申請

平成28年度 第2期 点検・調査（優先順に基づく）
平成29年度 〃
平成30年度 〃
平成31年度 〃
平成32年度 第2期 長寿命化計画策定・申請

平成28年度 第1期 改築・修繕（設計を含む）
平成29年度 〃
平成30年度 〃
平成31年度 〃
平成32年度 〃

対策の実施（改築・修繕）

平成33年度 第2期 改築・修繕（設計を含む）
平成34年度 〃
平成35年度 〃
平成36年度 〃
平成37年度 〃

・
・
・

・
・
・

平成32年度 第3期 点検・調査（優先順に基づく）
平成33年度 〃
平成34年度 〃
平成35年度 〃
平成36年度 〃
平成37年度 第3期 長寿命化計画策定・申請

平成38年度 第3期 改築・修繕（設計を含む）
平成39年度 〃
平成40年度 〃
平成41年度 〃
平成42年度 〃

 

図 5.1 点検・調査スケジュール 



【基本事項】
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 合計

H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50 H51 H52 H53 H54 H55 H56 H57 H58 H59 H60 -
(2014) (2015) (2016) (2017) (2018) (2019) (2020) (2021) (2022) (2023) (2024) (2025) (2026) (2027) (2028) (2029) (2030) (2031) (2032) (2033) (2034) (2035) (2036) (2037) (2038) (2039) (2040) (2041) (2042) (2043) (2044) (2045) (2046) (2047) (2048) -

20 20 20 20 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 -
策定 策定 策定 策定 策定 策定 策定 -

-

【点検・調査数量】
線的施設 1.8 1.8 8.3 5.9 14.0 17.9 17.7 14.7 17.2 15.6 14.3 9.2 11.7 11.0 10.7 11.0 10.8 8.9 11.8 12.0 14.3 9.2 11.7 11.0 10.7 11.0 10.8 8.9 11.8 12.0 338
面的施設 7.7 7.7 12.4 12.4 8.3 8.3 9.3 9.3 14.5 13.1 13.1 13.1 14.0 10.4 11.3 15.4 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.3 15.5 15.5 15.5 15.5 15.5 16.5 16.5 14.2 396

9.4 9.4 20.7 18.3 22.3 26.2 27.0 24.0 31.6 28.7 27.3 22.3 25.7 21.4 21.9 26.4 26.1 24.2 27.1 27.3 29.5 24.5 27.1 26.5 26.1 26.5 26.2 25.4 28.3 26.2 734
線的施設 157 157 860 609 1,441 1,846 1,825 1,520 1,768 1,611 1,468 946 1,204 1,137 1,099 1,134 1,113 919 1,221 1,240 1,468 946 1,204 1,137 1,099 1,134 1,113 919 1,221 1,240 34,756
面的施設 1,052 1,052 1,275 1,275 858 858 954 954 1,489 1,349 1,349 1,349 1,445 1,070 1,159 1,585 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,574 1,592 1,592 1,592 1,592 1,592 1,697 1,697 1,460 41,331

1,209 1,209 2,135 1,884 2,299 2,704 2,779 2,474 3,257 2,960 2,817 2,295 2,649 2,207 2,258 2,719 2,687 2,493 2,795 2,814 3,042 2,520 2,796 2,729 2,691 2,726 2,705 2,616 2,918 2,700 76,087
線的施設 62 62 278 198 467 598 591 492 573 522 476 306 390 368 356 367 360 298 395 402 476 306 390 368 356 367 360 298 395 402 11,279
面的施設 289 289 413 413 278 278 309 309 482 437 437 437 468 347 376 510 510 510 510 510 510 510 516 516 516 516 516 550 550 473 13,285

351 351 691 611 745 876 900 801 1,055 959 913 743 858 715 732 877 870 808 905 912 986 816 906 884 872 883 876 848 945 875 24,564

【事業費】

巡視 - - 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 560.0

下水道管調査 18.9 18.9 27.1 31.5 44.6 52.5 54.0 48.0 63.2 57.5 54.7 44.5 51.4 42.9 43.8 52.8 52.1 48.4 54.2 54.6 59.0 48.9 54.3 53.0 52.2 52.9 52.5 50.8 56.6 52.4 1,448.3

取付管調査 16.5 17.1 32.0 28.3 34.5 40.6 41.7 37.1 48.9 44.4 42.3 34.4 39.7 33.1 33.9 40.8 40.3 37.4 41.9 42.2 45.6 37.8 41.9 40.9 40.4 40.9 40.6 39.2 43.8 40.5 1,138.7

マンホール調査 2.8 2.8 5.5 4.9 6.0 7.0 7.2 6.4 8.4 7.7 7.3 5.9 6.9 5.7 5.9 7.0 7.0 6.5 7.2 7.3 7.9 6.5 7.2 7.1 7.0 7.1 7.0 6.8 7.6 7.0 196.5

計 38.2 38.8 84.7 84.6 105.1 120.1 122.8 111.5 140.5 129.5 124.3 104.9 118.0 101.7 103.6 120.6 119.4 112.2 123.4 124.1 132.6 113.2 123.5 121.0 119.6 120.9 120.1 116.8 128.0 119.9 3,343.5

13 30 30 30 30 30 30.0 193.0

下水道管改築 - - 42.2 42.2 42.2 42.2 42.2 195.7 195.7 195.7 195.7 195.7 309.9 309.9 309.9 309.9 309.9 263.1 263.1 263.1 263.1 263.1 300.0 300.0 300.0 300.0 300.0 365.0 365.0 365.0 365.0 296.6 296.6 296.6 296.6 8,200.8
下水道管修繕 - - 25.3 25.3 25.3 25.3 25.3 117.0 117.0 117.0 117.0 117.0 185.4 185.4 185.4 185.4 185.4 157.4 157.4 157.4 157.4 157.4 179.4 179.4 179.4 179.4 179.4 218.3 218.3 218.3 218.3 177.4 177.4 177.4 177.4 4,905.8
取付管改築 - - 18.1 18.1 18.1 18.1 18.1 67.7 67.7 67.7 67.7 67.7 107.2 107.2 107.2 107.2 107.2 91.0 91.0 91.0 91.0 91.0 103.7 103.7 103.7 103.7 103.7 126.2 126.2 126.2 126.2 102.6 102.6 102.6 102.6 2,853.3

マンホール蓋改築 - - 7.0 7.0 7.0 7.0 7.0 29.2 29.2 29.2 29.2 29.2 46.3 46.3 46.3 46.3 46.3 39.3 39.3 39.3 39.3 39.3 44.8 44.8 44.8 44.8 44.8 54.5 54.5 54.5 54.5 44.3 44.3 44.3 44.3 1,228.4
計 - - 92.6 92.6 92.6 92.6 92.6 409.6 409.6 409.6 409.6 409.6 648.8 648.8 648.8 648.8 648.8 550.7 550.7 550.7 550.7 550.7 627.9 627.9 627.9 627.9 627.9 764.1 764.1 764.1 764.1 620.9 620.9 620.9 620.9 17,188.1

3.8 5.2 17.7 17.7 19.8 21.3 24.5 52.1 55.0 53.9 53.4 54.5 76.7 75.0 75.2 76.9 79.8 66.3 67.4 67.5 68.3 69.4 75.1 74.9 74.8 74.9 77.8 88.1 89.2 88.4 79.4 62.1 62.1 62.1 62.1 2,072.5
42 57 195 195 217 234 270 573 605 593 587 599 843 826 828 846 878 729 742 742 752 763 827 824 822 824 856 969 981 972 873 62 62 62 62 22,797

【線・幹線別調査スケジュール】
順位 幹線名 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50 H51 H52 H53 H54 H55 H56 H57 H58 H59 H60 -

1 学園幹線
2 仲町幹線
3 喜平幹線
4 天神幹線
5 たかの台幹線
6 小川4号幹線
7 小川幹線
8 仲町南幹線
9 小川東3号幹線
10 花小金井西幹線
11 鈴木幹線
12 花小金井北幹線
13 上水南幹線
14 天神東幹線
15 鈴木東幹線
16 花小金井東幹線
17 上水幹線
18 小川東2号幹線
19 貫井北1号幹線
20 小川東1号幹線
21 花小金井中央幹線
22 西東京市流出管渠
23 仲町北幹線
24 国分寺市流出管渠
25 上水新町幹線
26 花小金井南1号幹線
27 美園幹線
28 小川1号幹線
29 小川3号幹線
30 花小金井南2号幹線
31 小川2号幹線
32 東久留米市流出管渠
33 大沼一号雨水幹線
34 花小金井一号雨水幹線
35 花小金井二号雨水幹線
36 石神井第2幹線
37 石神井幹線
38 石神井第3幹線
39 大沼二号雨水幹線
40 石神井2-1号幹線

【面・処理分区別調査スケジュール】
順位 処理分区名 H26 H27 H28 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35 H36 H37 H38 H39 H40 H41 H42 H43 H44 H45 H46 H47 H48 H49 H50 H51 H52 H53 H54 H55 H56 H57 H58 H59 H60 -

1 鈴木処理分区
2 学園処理分区
3 喜平処理分区
4 上水南処理分区
5 天神処理分区
6 仲町処理分区
7 上水新町東処理分区
8 上水新町西処理分区
9 天神東処理分区
10 上水東処理分区
11 上水西処理分区
12 小川処理分区
13 小平第一処理分区
14 小平第二処理分区
15 東久留米第三処理分区
16 東久留米第一処理分区
17 石神井北部排水区
18 石神井南部排水区
19 落合川第二排水分区
20 黒目川第五排水分区
21 落合川第一排水分区
22 落合川第三排水分区

工事 工事

対策費用
（百万円）

点検・調査費用
（百万円）

下水道管調査延長
（ｋｍ）

取付管調査数量
（箇所）

マンホール調査数量
（箇所）

合計箇所数（箇所）

通し番号

工事

合計延長（km）

改築・修繕工事
長寿命化計画

基本調査延長(km) 19

年度

計（百万円）

合計箇所数（箇所）

工事工事工事 工事

委託費用（百万円）

計画策定費用（百万円）

H26-H27：面的施設と合わせ、鈴木処理分区内の調査を実施

（ただし、H21～H23調査済み箇所は除く）

線的施設 １サイクル終了（期間：10年）

面的施設 １サイクル終了（期間30年）

線的施設 ２サイクル終了（期間：10年） 線的施設 ３サイクル終了（期間：10年）

H26：線的施設と合わせ、鈴木処理分区内の調査を実施

（ただし、H21～H23調査済み箇所は除く）

表 5.1　点検・調査年次スケジュール表
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H29　（2017）

H34　（2022）

H30　（2018）

H28　（2016）

H31　（2019）

H32　（2020）

H33　（2021）

H35　（2023）

H26～H27　（2014～2015）

図 5.2　点検・調査年次スケジュール図（線的施設）
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東久留米第三処理分区

仲町処理分区

上水南処理分区

天神処理分区

東久留米第一処理分区

小平第一処理分区

小川処理分区

小平霊園処理分区

喜平処理分区

小平第二処理分区

上水東処理分区
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図 5.3　点検・調査年次スケジュール図（面的施設）
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6 下水道事業の財政見通し                     

(1) 財政収支予測 

予測した将来のシナリオ別の点検・調査費や改築・修繕費をもとに、今後の財政収支の予

測と検証を行いました。 

表 6.1 財政収支予測結果 
ケース名 検証結果 評価 

ケース１ 

平準化シナリオ 
（今回設定シナリオ）

■汚水 

・ケース 2 と比較すると、100 年間の一般会計繰入金累計額は減少し、平準

化により一般会計への負担が少なくなり、市財政への負担が軽減されることが

確認できる。 

・これまでの汚水整備の起債償還が概ね完了する平成 29 年度（2017 年度）

以降は、下水道使用料のみで事業実施が可能となり、一般会計からの繰入金は

不要となる。 

■雨水 

・ケース 2 と比較すると、100 年間の一般会計繰入金累計額が少なくなり、

平準化により一般会計への負担が少なくなり、市財政への負担が軽減されるこ

とが確認できる。 

○ 

ケース２ 

単純改築シナリオ 

■汚水 

・各年の事業費の増減が大きいため、下水道事業経営の安定化が難しい。 

・改築費用の急増により、起債償還分を下水道使用料で賄いきれなくなり、一

般会計への負担が大きくなる。 

■雨水 

・各年の一般会計繰入金の増減や累積が大きく、市財政への影響が大きいため、

下水道事業以外の事業に対する影響も懸念される。 

× 

 

(2) 事業費の比較 

ケース１（平準化シナリオ）とケース２（単純改築シナリオ）について、今後の事業費（建

設費＋維持管理費）の推移を下図に示します。 

ケース１（平準化シナリオ）の採用により、年間事業費の平準化を図るとともに、健全度

Ⅰ～健全度Ⅱの管きょに対する予防的対策が可能となります。ケース２（単純改築シナリオ）

との比較の結果、今後 100 年間の総事業は、約６３０億円（年あたり約 6.3 億円）削減さ

れることが見込まれます。 
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